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第３３期 東京消防庁救急業務懇話会 
第４回会合開催結果概要 

 
日 時：平成３１年２月１２日（火）１６時００分から１７時００分まで 
場 所：東京消防庁本部庁舎７階特別会議室 
出席者：[庁外委員]（１２名） 
    阿真 京子、有賀 徹、猪口 正孝、城戸 真亜子、髙橋 良 

野本 祐二、堀家 春野、本田 麻由美、町 亞聖、矢沢 知子 
山本 保博、横田 裕行 
[庁内委員]（１名） 
森住 敏光 

欠席者：[庁外委員]（１名） 
    坂本 哲也 
     
１ 開会 
  事務局から、第３３期東京消防庁救急業務懇話会第４回会合の開催が宣言

された。 
 
２ 挨拶 
  会長 
 
３ 議事内容 
 [事務局] 
  それでは、これより審議に入らせていただきます。なお、以後の進行につ

きましては、会長にお願いいたします。 
 
 [会長] 
  ありがとうございます。答申に向けて議事を進めていきたいと思います。

早速ですが、事務局から資料の説明をお願いします。 
 
 [事務局] 
  前回の答申書案からの修正・変更について説明をさせていただきます。説

明の際に使用しますページ番号は、机上のタブレット画面に表示されている

ページ番号にて説明させていただきます。 
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まず、５ページの目次を御覧ください。第４章について、読み手が見やすい

ように順番を変更するよう御意見をいただき、修正しております。 
 全体的な話ですが、「かかりつけ医」と「かかりつけ医等」についての使い

分けでございますが、精査を行いました。「かかりつけ医等」にはかかりつけ

医と普段から連携している医師を含むものであります。区別して「かかりつけ

医」を使用している箇所が１４、１５及び２０ページにございます。それ以外

の部分については、「かかりつけ医等」と表示しております。 
  ６ページの、傷病者への対応に「苦慮する」という言葉については、平成

３０年４月２８日に消防総監から本懇話会に諮問された諮問書より文章を引

用しておりますので、修正無しとさせていただいております。 
  また、同ページの「傷病者」について説明を加えるという部分に関しまし

ては、「傷病とは、疾病や外傷の総称であり、消防法規における表現と同様に

傷病者との名称を統一して使用します。」と説明を追加しております。 
  １１ページ、「区市町村等関係機関」に医師会も含めてはどうかという御意

見に対しまして、「区市町村等関係機関」を「区市町村及び地区医師会等の関

係機関」に修正しております。 
  １６ページ、警察についての記述についてもう少し説明を加えた方が良い

という御意見に対しまして、「家族等関係者に引き継ぐ場合の対応については、

警察機関への連絡が必要になる条件や時間的概念等について、警察機関と今

後も継続して検討をしていく必要がある」に修正しております。同様に、２

０ページも修正しております。 
  同１６ページ、患者等搬送事業者、病院救急車を活用するという方向性は

良いが、唐突であるので、「代替手段」としてはどうかという御意見に対して、

「患者等搬送事業者及び病院救急車」を「代替手段」に修正しております。

同様に、１８ページも修正しております。 
  １９ページの、「かかりつけ医等にも」は「かかりつけ医等に」に修正した

方が良いのではないか、また、「状況を伝えるものとする」は「状況を相談す

る」若しくは「対応を協議する」に変更した方が良いのではないかという御

意見に対して、「かかりつけ医等にも」は「かかりつけ医等に」に修正してお

ります。そして、「状況を伝えるものとする」は「状況を説明するものとする」

に修正しております。傷病者が明らかに死亡している時点で、救急業務の対

象外となり、関係する機関、警察機関等への連絡が必要になると判断されま

すので、かかりつけ医等に相談及び対応を協議するという表現は適切ではな

いと思われます。とは言え、心肺蘇生を望まない意思を示されて、事前にし

っかり話し合っていたかかりつけ医等がいることが明らかになった場合には

かかりつけ医等に状況を説明して、対応を促すことによって、少しでも穏や
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かな最期を迎えることができるようにと考えております。 
  ２０ページ、今後、運用に向けて詳細についてはメディカルコントロール

協議会で検討していく必要があるので、その旨を追記しております。 
  同２０ページ、新しい取組の運用に際しては、近隣地域への説明や理解が

必要になるという御意見をいただきましたので、「東京都と隣接する地域の関

係機関と連携を図り、運用への理解を求めていく必要がある」と、追記して

おります。 
  ２９ページ、第４章については、読み手がわかりやすくなるように、構成

を見直すように御意見をいただいておりましたので、全体的に構成を変えて

おります。まず、救急利用者情報登録制度の「現状と課題」、次に「救急活動

における情報聴取」、「高齢者に係る救急活動時間」、「医療情報を提供する取

組」、「現状の認識及び課題」について説明しています。そして「課題に対す

る検討」、「救急利用者情報登録制度構築に係る分析調査委託」、「検討結果」

について説明しています。最後に、「制度構築の方向性」、「医療ＩＣＴの取組

との連携」、「既存の医療ＩＣＴを活用した場合の効果」、「今後の課題」とい

う順に構成を変更しております。 
 
 [会長] 

ありがとうございました。「かかりつけ医」と「かかりつけ医等」の使い分

けについて、もう少し詳しく説明をお願いします。 
 

[事務局] 
 １４ページを御覧ください。例えば、この「かかりつけ医等」の定義につ

いて説明している文章中では、「かかりつけ医」を使用しています。また、「か

かりつけ医」と「かかりつけ医と連携している医師」を指す場合には、「かか

りつけ医等」と使用しております。 
 
[会長] 
 ありがとうございます。前回からの更新部分について説明をいただきまし

たが、答申に向けて御意見、御質問等ありましたらお願いいたします。 
 
[委員] 
 情報登録制度の部分は、順番を入れ替えて大変わかりやすくなったと思い

ます。また「傷病者」についても、説明が加わったことでわかりやすくなっ

たと思います。 
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[委員] 
 １９ページのフローチャート中の、「必要に応じて救急隊指導医に助言要請」

は大変重要なポイントです。今後、救急隊指導医にも、こういう場合にはこ

う助言してくださいというようなことは伝えるということでよろしいでしょ

うか。実際に運用される場合には、そこの部分は非常に重要になってくるの

で、確認させていただきました。 
 
[事務局] 
 はい、メディカルコントロール協議会を通して、救急隊指導医の方にも説

明していきたいと考えております。 
 
[委員] 
かかりつけ医等に連絡がつかなかったので、救急隊としては、心肺蘇生を

継続しなくてはならない状況下において、それでも家族から理解が得られず、

救急隊が困った時に、救急隊指導医に対して助言要請をするという理解でよ

ろしいでしょうか。 
 
[事務局] 
 その通りでございます。 
 
[会長] 
文章を修正した方がいいでしょうか。 

 
[委員] 
 その必要はないかと思います。この部分は、メディカルコントロール協議

会で本フローチャートが採用された場合に非常に重要な部分になるので確認

させていただきました。 
 
[委員] 
 これは、実際に運用されるのは、いつ頃を予定しているのでしょうか。 
 
[事務局] 
 来年度中を想定しております。 
 
[委員] 
 １６ページにあります時間的概念等についてですが、前回は概ね１時間程
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度ではないかという説明がありましたが、現場の救急隊員が困らないような、

丁寧過ぎるくらいの条件を、具体的に出した方が良いのではないかと思いま

す。現段階では、このような表現で良いと思いますが、今後は具体的になっ

ていくことも必要なのかなと感じております。 
 

[会長] 
 とても大切な部分だと思いますので、運用に際してはそのような形にしま

しょう。 
 
[委員] 
 １９ページのフローチャートで、心肺蘇生を中止して搬送することについ

ての記載があります。内容について全くその通りなのですが、現在もこのよ

うなケースにおいて搬送している地域が存在するという話があったかと思い

ますので、その本部の救急隊は消防法上の趣旨に鑑みて公共性に欠けている

という捉え方になってしまうと思いますが、いかがでしょうか。 
 
[委員] 
 この部分につきましては、消防業務としての救急搬送の視点から書いてお

ります。東京消防庁以外の地域では実情に応じて、行政運用として搬送して

いる場合もございますので、それを否定するものではございません。現実問

題として、心肺蘇生を中断して搬送するというケースが発生しているので、

状況に応じて対応するということでございます。ここでは、原則論というこ

とで、このような記載をさせていただいております。 
 

[会長] 
 この部分は、修正が必要でしょうか。私はこのままでも良いのではないか

と思いますが、いかがでしょうか。 
 
[委員] 

  修正の必要はないと思います。 
 
 [委員] 
  非常に詳細に内容を検討されており、良くまとまった答申書になったので

はないかと思います。総務省消防庁においても同様の議論をしているところ

ですので、そちらの検討でも参考にさせていただきたいと思います。 
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 [委員] 
  心肺蘇生を中止して搬送するという部分の考え方なのですが、原則として

は理解できるのですが、一般市民からしてみれば原則ですとか、行政上はと

か、消防法上はと言われてもわからないので、誤った形で伝わることが懸念

されますので、わかりやすい言葉で広く都民の皆さんにわかるように今後普

及を進めてほしいと思います。 
 
 [会長] 
  私も同感です。事務局いかがでしょうか。 
 
 [事務局] 
  承知いたしました。 
 
 [委員] 
  心肺蘇生を望まない傷病者への対応については、かかりつけ医が介在して

います。かかりつけ医は、消防や救急に関して詳しく知っているわけではな

いので、医師会を通じて、かかりつけ医にこのような答申書が出たというこ

とを周知してほしいと思います。 
 
 [会長] 
  同感です。教育についても非常に重要になってくるのではないでしょうか。 
 
 [委員] 
  本答申書は、東京消防庁に向けた答えであり、消防機関はこのように対応

すると良いという方向性を示していただいたものになります。今後は、都民

に対して、このような場合には本来は救急車を呼ばずに、かかりつけ医に連

絡すれば良いということを広報していく必要があると思います。その際には、

是非医師会と連携して実施していきたいと考えております。 
 
 [会長] 
  その部分に関しては、医師会にお願いしたいと思います。 
 
 [委員] 
  都民がこの答申についてよく知らなければならないですし、都民と同様に

かかりつけ医もこの答申について知っていなければいけないと思います。 
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 [委員] 
  東京には、医師会に入っていない医師も存在しますが、東京都医師会で勉

強会等を実施する際に、医師会に入っていない方々も参加していただけるよ

うに、東京都の福祉保健局から働きかけていただくのも良いかもしれないと

考えますが、いかがでしょうか。 
 
 [委員] 
  東京都医師会は研修事業等に関して全ての医師に門戸を開いておりますの

で、医師会からもそのような形で発信していきますけれども、行政の方と一

緒にできればと考えております。 
 
 [会長] 
  つまり、医師会に入っていなくとも、講習を受けることができるという認

識でよろしいでしょうか。 
 
 [委員] 
  医師会に入っている方々に関しては、地区医師会を通じて連絡網で情報を

流していますし、医師会に入っていない方々に対してはホームページに情報

を公開しています。今後も行政の力を借りながら、進めていくのが良いかと

思います。 
 
 [委員] 
  医師会に入っていない医師が、どのように講習等の情報を医師会からいた

だくかというのは課題かもしれません。 
 
 [委員] 
  医師会の勉強会に、医師会に入っていない医師も参加できるということは、

先ほどの御発言のとおりですし、周知する方法としては、私達福祉保健局か

ら直接病院宛てに周知することもできます。診療所であれば、区市町村を通

じてお願いをすることも可能です。しかし、東京都が実施しているものは、

こちらからお願いしないとなかなか参加していただけていないのが実情です。

今回のことは非常に重要ですので、東京都から区市町村を通じて理解を求め

ることは重要であると考えておりますし、実施するつもりでおります。 
 
 [会長] 
  ありがとうございます。皆様で協力いただき、今後も推進していただきた
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いと思います。 
それでは、その他に御意見がないようでしたら、これにて議了とさせていた

だき、消防総監に対して答申を行いたいと思います。 
ありがとうございます。以後の進行につきましては、事務局にお願いいたし

ます。 
 
４ 答申 
  会長から消防総監に答申が行われた。 
 
５ 挨拶 
 ⑴ 会長 

 ⑵ 消防総監 
 
６ 閉会 

事務局から、第３３期東京消防庁救急業務懇話会の閉会が宣言された。 
 

 


